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、
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民
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療
費
か
ら
患
者
の
自

己
負
担
分
を
除
い
た
額
）
は
薬
価

基
準
の
大
幅
引
き
下
げ
等
に
よ
り
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3
9
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5
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円（
対
前
年
度
比

0
・
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％
増
）の
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ

た
。介
護
給
付
費
も
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兆
6
0
4
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億

円（
同
2
・
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％
増
）と
00
年
4
月
の
制

度
発
足
後
最
低
の
伸
び
率
で
、高
齢
人

口
増
加
率
と
同
程
度
の
伸
び
率
と
な
っ

た
。

　

し
か
し
、後
期
高
齢
者
人
口
の
増
加
、

生
産
年
齢
人
口
の
減
少
な
ど
に
よ
り

国
民
医
療
費
は
25
年
度
に
は
58
兆
円

に
、現
役
世
代
の
被
保
険
者
1
人
当
た

り
の
年
間
保
険
料
は
17
年
度
に
比
べ

約
17
万
円
も
増
加
す
る
と
推
計
し
て

お
り
、現
役
世
代
の
負
担
の
限
界
を
超

え
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　

健
保
組
合
・
健
保
連
は
、こ
れ
ま
で

自
立
と
連
帯
の
精
神
の
下
、労
使
一
体

と
な
っ
て
加
入
者
の
実
態
に
沿
っ
た

き
め
細
か
い
健
康
保
持
・
増
進
、疾
病

予
防
な
ど
の
保
健
事
業
を
展
開
し
て

き
た
。ま
た
、効
果
的
・
効
率
的
な
医
療

保
険
制
度
運
営
を
実
現
す
る
た
め
、中

央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
や
社
会
保

障
審
議
会
な
ど
の
審
議
に
臨
み
具
体

的
な
政
策
提
言
を
行
い
、国
民
皆
保
険

制
度
の
中
核
を
担
っ
て
き
た
。近
年
、

非
常
に
残
念
な
が
ら
過
重
な
拠
出
金

負
担
に
や
む
な
く
解
散
を
選
択
す
る

大
規
模
健
保
組
合
も
出
て
き
て
お
り
、

健
保
組
合
制
度
は
ま
さ
に
存
続
の
危

機
に
直
面
し
て
い
る
。

　

健
保
組
合
・
健
保
連
は
、18
年
度
健

康
保
険
組
合
全
国
大
会
に
お
い
て
、保

険
者
機
能
を
今
後
も
一
層
強
く
発
揮

し
、事
業
主
・
労
働
組
合
と
密
接
に
連

携
し
て
適
切
か
つ
効
率
的
な
運
営
に

取
り
組
ん
で
い
く
覚
悟
と
決
意
を
決

議
し
内
外
に
示
し
た
。政
府
は「
経
済

財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
」（
骨

太
方
針
）な
ど
に
お
い
て
、「
デ
ー
タ
ヘ

ル
ス
」を
展
開
し「
健
康
経
営
」を
重
視

す
る
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
が
、健

保
組
合
は
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
推

進
す
る
先
導
的
役
割
を
担
っ
て
き
た

し
、今
後
も
こ
の
役
割
を
積
極
的
に
果

た
し
て
国
民
皆
保
険
制
度
を
守
り
抜

く
決
意
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
後
期
高
齢
者
支
援

金
お
よ
び
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
見

直
し
が
必
要
で
あ
る
。す
な
わ
ち
各
保

険
者
の
拠
出
金
負
担
の
上
限
は
義
務

的
経
費
の
50
％
と
す
る
こ
と
、こ
の
上

限
を
超
え
る
部
分
は
消
費
税
財
源
に

よ
り
国
庫
負
担
と
す
る
こ
と
、負
担
能

力
に
応
じ
た
適
切
な
負
担
の
観
点
か

ら
高
齢
者
の
受
診
時
負
担
を
原
則
2

割
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、こ
れ
ら
の
実

現
を
政
府
・
与
党
な
ど
各
方
面
に
対
し

て
粘
り
強
く
働
き
か
け
て
い
く
こ
と

と
し
た
い
。

　

ま
た
、国
民
皆
保
険
制
度
を
守
る
た

め
に
実
効
あ
る
医
療
費
適
正
化
対
策

を
確
実
に
進
め
る
上
で
、支
払
基
金
支

部
の
統
合
、審
査
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル

ル
ー
ル
是
正
・
医
療
費
の
地
域
差
の
解

消
、国
保
連
と
の
審
査
ル
ー
ル
共
通
化

な
ど
審
査
支
払
体
制
の
効
率
化
が
必

要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
基
本
と
な

る
。国
保
お
よ
び
後
期
高
齢
者
の
医
療

費
は
、健
保
組
合
の
負
担
に
直
結
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、一
層
強
い
関
心
を

持
っ
て
臨
ん
で
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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国民皆保険制度の
持続性の確保と財政運営
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